
【資料４】 

 

子ども・子育て支援納付金制度について 

 

 少子化が進む中で、子育て世帯への支援を社会全体で安定的に支えるための財源を確保し、その財源を

用いて子ども・子育て支援策を拡充(強化)することを目的として、令和 8年度から、医療保険の保険料

に上乗せして、加入している健康保険が保険料と一緒に徴収する仕組みです。 

 以下の順番で説明します。 

 

 （１）国全体でどのように配分して集めていくのか〔Ｐ２〕 

 （２）国民健康保険制度における集め方〔Ｐ3-４〕 

 （３）後期高齢者医療制度における集め方〔Ｐ５〕 

 （４）スケジュールについて〔Ｐ6－7〕 
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